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１　介護予防・フレイル予防と社会参加の推進

実績 実績 実績 評定

事項１

２４区市町
村

（令和８年
度まで）

４市町
（累計11
区市町）

別紙
7-1

事項２

62区市町村
で各１人

以上
（令和８年
度まで）

30区市町
村

別紙
7-2

事項３
17区市町村
（令和８年
度まで）

８区市町
村

別紙
7-3

指標
(プロセス指標)

目標に向けた取組

令和７年度

自己評価と
今後の課題・対応策

＜自己評価＞
・推進員の人材確保が困難等の理由
により、令和６年度は30区市町村に
とどまっている。

＜今後の取組方針＞
・人材確保等に係る実施区市町村の
好事例を収集し、区市町村に共有す
るなど、引き続き取組を推進する。

①いきいきと心豊かに暮らす
　【①－１】高齢者が元気でいきいきとすごす
　【①－２】高齢者が何らかの社会参加を行っている

令和６年度

自己評価と
今後の課題・対応策

自己評価と
評定の考え方

令和８年度

＜自己評価＞
・介護予防・フレイル予防推進支援
センターを通じ、新たに４自治体で
多様な予防プログラムの展開を推進
し、おおむね順調に実施。

＜今後の取組方針＞
・引き続き取組を推進する。

目標設定する
に至った

現状と課題

○　都の平均寿命は年々延びており、「人生100年時代」が到来すると予想されている。高齢期において、元気で心豊か
　に暮らすには、健康な状態をより長く維持することが重要
○　そのためには、一人ひとりが介護予防・フレイル予防に取り組むとともに、社会とつながり、外出や人との交流の
　機会を持ち続けることが大切
○　また、いくつになっても生きがい・役割を持って生活できる地域づくりや、高齢者が自らの希望に応じて経験を生か
　しながら社会で活躍できる環境を整えることが求められている。

＜自己評価＞
・令和４年度の事業開始以降、支援
対象区市町村が増加している。オン
ラインプラットフォーム「100年活
躍ナビ」との情報連携を２区市町村
と実現した。

＜今後の取組方針＞
・区市町村への支援を通じて、100
年活躍ナビの利用を促進する。

参考
資料

ビジョン
・目標

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

　フレイル予防の観点から、通いの場の機能強
化に取り組む区市町村に対し、多様な予防プロ
グラムの展開を支援

（関連する取組）
・介護予防・フレイル予防推進支援
　センター設置事業

　通いの場等の介護予防活動の拡大や、フレイ
ル予防の観点での機能強化等を推進する「東京
都介護予防・フレイル予防推進員」を配置する
区市町村を支援

（関連する取組）
・介護予防・フレイル予防推進員配置事業

　シニア・プレシニアの継続的な社会参加を促
進するため、総合的な窓口における相談支援や
社会参加活動の掘り起こしを行う区市町村を支
援

（関連する取組）
・人生100年時代社会参加マッチング事業

・健康寿命（65歳健康寿命（東京保健所長会方式））
・生きがいを感じる人の率（東京都福祉保健基礎調査）
・社会的な活動を行う高齢者の割合（東京都福祉保健基礎調査）
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○ 区市町村が、介護予防・フレイル予防事業評価を実施するための支援
    及び通いの場を推進するための参考データの収集・分析等
○ 通いの場の効果検証(住民への追跡調査による効果検証)
○ 通いの場に係る各種調査（好事例）等

東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター事業内容

 ○  (地独) 東京都健康長寿医療センターに蓄積するフレイル予防の研究成果や、地域における介護予防活動
の展開手法を総合的に活用するため、介護予防推進支援センター（平成29年度〜令和元年度）を再構築

 ○ フレイル予防の視点を踏まえ、住民主体の通いの場づくりを始めとした地域における介護予防活動の
拡大・機能強化を推進する区市町村に専門的・技術的な支援を提供し、取組を支援

 
区市町村における多様な予防プログラムの展開を支援
短期集中通所Cを中心とした介護予防・生活支援サービス事業等に関する相談支援を実施

○ 区市町村に向け、HP等を通じ、センターによる支援の成果等について
 情報を発信

東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター運営事業

普及啓発

評価・効果分析

強化ポイント

センターの運営体制

（R6予算額  141,625千円 ）

・   都における高齢者の医療・研究の拠点
である健康長寿医療センターの人材※を、
総合的に活用

※ 医師、保健師、リハビリテーション
専門職、管理栄養士、歯科衛生士など
多様な専門分野の研究職

・ センターと都が連携し、外部有識者の
協力も得ながら、区市町村の支援ニーズ
を定期的に把握し、効果的な支援を提供

保健師

医師

社会参加

地域保健

福祉

栄養士

歯科衛生士 リハビリテーション専門職

〇 介護予防・フレイル予防に取り組む行政職員向け研修を実施
〇 介護予防・フレイル予防推進員向け研修を実施

〇 介護予防事業等に関する相談に対し、専門的知見から助言
 区市町村における多様な予防プログラムの展開を支援
 介護予防・生活支援サービス事業の実施に向けた相談支援

相談支援

人材育成

拡充

別紙7-1
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区市町村、
地域包括
支援セン

ター

(平成29年度〜令和元年度)
「介護予防による地域づくり推進員」
住民主体の地域づくりにつながる介護予防活動

（主に体操等を行う通いの場）を推進
【取組内容】
◇介護予防の体制整備
◇地域の住民及び介護予防活動を行う

自主グループの支援

【実施主体】
区市町村(地域包括支援センターへ委託可)

【補助内容】
介護予防・フレイル予防推進員の配置経費を基本として、事業実施に

必要な経費を対象とする（備品購入費除く）。
(補助対象経費)
 事業実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、

需用費、役務費、委託料、使用料及賃借料、負担金
【補助基準額】

1人当たり5,500千円
(65歳以上人口10,000人以上の区市町村 ⇒ 最大2人)

    (65歳以上人口10,000人未満の区市町村 ⇒ 最大1人)
【補助率】
10/10

【人員配置】
リハビリテーション専門職、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門

員、その他関連業務経験者
【事業期間】
令和６年度〜８年度

「介護予防・フレイル予防推進員」
通いの場等の介護予防活動の拡大や、フレイル予防の観点での機能強化を促進する取組を推進

【取組内容】
〇 通いの場の拡大・継続支援等
・「介護予防の体制整備」「地域の住民及び介護予防活動を行う自主グループの支援」を継続実施   
・身近な地域における多様な通いの場等の取組状況の把握

〇 通いの場等におけるフレイル予防等の観点を踏まえた予防活動の促進
  ・地域の自主グループ等に対し、フレイル予防の観点を踏まえたプログラムの普及を図る

補助概要

事業内容

東京都介護予防・フレイル予防推進員配置事業（ R6予算額 248,820千円）

令和2年度に、フレイル予防の観点を踏まえた、通いの場等の介護予防活動の拡大・機能強化を図るため、「介護予防による地域づくり推
進員配置事業」を再構築。

令和２年度〜

介護予防・フレイル予防
推進員

※区市町村、介護予防・フレイル予防推進員に対する研修・相談支援を実施

運動機能
向上

低栄養
予防

社会参加
促進

口腔機能
向上

「通いの場」の拡大・
機能強化

認知機能
低下予防

東京都介護予防・フレイル予防推進支援センター

〇拡大・継続支援等
〇フレイル予防等の観点を
踏まえたプログラム普及

支援 支援

配置

別紙7-2

3



人生100年時代社会参加マッチング事業 背景及び課題・事業内容・事業イメージ

●都内全域の様々な社会参加活動を把握
（オンラインプラットフォームの活用）

●情報の提供・紹介、マッチング

ボランティア就労的活動

自己啓発・趣味活動 友人知人との交流

・空いている時間に趣味
や経験を生かせる活動に
参加したいけど、どんな
活動が自分に合って
いるのかなぁ。

都

住民
（シニア・
プレシニア）

案内・相談窓口

相 談

活動の紹介等

社会参加活動の掘り起こし

●オンラインプラットフォームによる広域的なマッチング支援
●区市町村の取組の支援

区
市
町
村

【背景及び課題】
⚫ 高齢者がいつまでも元気で心豊かに自分らしく過ごすには、希望に応じて社会参加ができる環境の整備が重要
⚫ 現状、高齢者の社会参加の意欲が実際の活動に結びついていない

・地域活動等への参加希望は約８割(※１) ⇔ 現在の高齢者の社会参加は約５割（※２）
・社会参加しない理由(※３) ｢きっかけがない」 ｢興味のある活動内容や活動情報がない｣等

シニア・プレシニアの継続的な社会参加を促進するため、希望に応じた仕事や学び、趣味、地域活動ができるよ
う情報を一元化するとともに、区市町村の取組を支援する。（令和４年度事業開始）

※１：令和２年度インターネット福祉保健モニター「高齢期における地域活動等の意向」について ※２、３：令和元年度在宅高齢者の生活実態調査報告書

事業内容

【事業イメージ】

別紙7-3
1/4
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区分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

オンラ
インプ
ラット
フォー

ム

本
格
実
施

先
行
実
施

区市町村
補助

コーディ
ネート力向

上研修

人生100年時代社会参加マッチング事業 今後の事業展開

運用開始
・先行実施における
活動情報の収集体制
等を引き継ぎ、円滑
にプラットフォーム
を運用開始

設計・開発委託基本計画・要件定義準備契約

研修開始（令和5年9月〜）内容検討準備

開始(5区市) プラットフォーム
構築による規模増継続（7区市から交付申請） 継続

移行事前調整 HP改修 随時活動を収集、HPに公開

プラットフォーム運用開始に向けた準備・調整

・運用開始までの間、ウェブサイト「東京ホームタウンプロジェクト 地域参加のトビラ」
でオンラインプラットフォームの一部機能を先行実施

・都及び運営事業者が区市町村や中間支援機関と連携して活動団体から情報を収集・掲載
・利用者が興味のある活動にウェブ上で参加申込することで、マッチングを推進

� 前掲の背景・課題や、令和４年度に設置した「人生１００年時代社会参加施策検討委員会」等における検討を踏まえ
て、今後、都内全域の様々な社会参加活動の情報を一元的に集約したオンラインプラットフォームの構築、区市町村
補助、コーディネート力向上研修等の事業を実施していきます。

� 関係者と相談・調整をしながら、各地域でのオンラインプラットフォームを活用した高齢者と活動・団体のマッチン
グの実現に向けて、高齢者の社会参加促進を図る区市町村・中間支援機関等の取組を支援します。

【今後の事業展開スケジュール】

令和５年９月〜

別紙7-3
2/4
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（先行実施サイト）東京ホームタウンプロジェクト「地域参加のトビラ」の概要

� オンラインプラットフォームの先行実施として、東京ホームタウンプロジェクト「地域参加のトビラ」
（https://hometown.metro.tokyo.jp/tobira/）を令和５年９月から開始しました。

� 「短時間で参加できる」「案内人がサポート」「話を聞ける・体験できる」の３つのポイントで、趣味やスポーツの
体験会、学びの場、ボランティアなど、初めての方でも気軽に参加できる体験機会・イベントをご紹介しています。

別紙7-3
3/4
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（先行実施サイト）地域参加のトビラにおける「Chot介護」

オンラインプラット
フォーム先行実施

「地域参加のトビラ」

� 人材が不足する介護現場では、ちょっと作業を手伝ってくれる人がいることで介護福祉士の業務負担の
軽減に繋がる

例：シーツ交換、食事の配膳、入所者の見守り、外出の付き添い、洗濯・調理・運転・ゴミ出し

� コロナ禍で、これまで作業を手伝ってくれたボランティアとの関係が途切れた施設がある。
また、都では、介護現場でのロボット活用等を進めているが、シーツ交換や外出の付き添い
等、ロボットで対応できない作業も多い

オンラインプラットフォーム先行実施サイト「地域参加のトビラ」において、趣味やボランティ
ア活動に加えて、介護現場でのお手伝い等の活動と高齢者のマッチングも令和６年度より実施。
（「Chot介護」）

地域のシニア・プレシニアの方々 介護施設の方々

・「地域参加のトビラ」から介護現
場でのお手伝い等の報酬が得られる
活動に参加

・各施設から「地域参加のトビラ」に
お手伝い活動の人材募集案件を掲載

令和６年度から
「Chot介護」の
メニュー追加

事業内容

別紙7-3
4/4
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２　介護保険施設等の整備促進

実績 実績 実績 評定

事項１
64,000人
（令和12年
度末）

54,365人
別紙
7-4

事項２
30,000人
（令和12年
度末）

24,631人
別紙
7-4

事項３

20,000人
（令和12年
度末）

12,977人
別紙
7-4

参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と
評定の考え方

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－１】希望に応じたサービスが必要な時に受けられる

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・介護保険施設等の整備数（東京都福祉局高齢者施策推進部調べ）

　介護老人保健施設及び介護医療院の整備を促
進

（関連する取組）
　・介護老人保健施設の整備
　・介護医療院の整備

＜自己評価＞
・介護医療院の補助制度の創設や、
建築費高騰への対応として物価変動
分を補助額に反映するなど、整備促
進に取り組んだ。

＜今後の取組方針＞
・令和12年度の指標達成に向け、引
き続き物価変動分を補助額に反映す
るなど整備促進に取り組んでいく。

目標に向けた取組 指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

　認知症高齢者グループホームの整備を促進

（関連する取組）
・認知症高齢者グループホーム整備促進事業

＜自己評価＞
・整備率が低い地域の補助単価の増
額や、建築費高騰への対応として物
価変動分を補助額に反映するなど、
整備促進に取り組んだ。

＜今後の取組方針＞
・借地料補助事業の対象に追加する
など支援を拡充しており、区市町村
に補助制度の周知を図り、整備促進
に取り組んでいく。

目標設定する
に至った
現状と課題

○　常時介護を必要とし、在宅生活が困難な高齢者の生活の場の一つとして特別養護老人ホームの整備が必要。全国比で
　高齢者人口に対する特別養護老人ホームの整備率が低く、また、都内でも地域による施設の偏在が課題
○　急性期の治療後、在宅生活への復帰を支援する施設として、介護老人保健施設の整備が必要。全国比で高齢者人口に
　対する介護老人保健施設の整備率が低く、また、都内でも地域による施設の偏在が課題
○　医療の必要度が高い要介護者の生活施設として介護医療院の整備が必要
○　認知症高齢者が専門的なケアを受けながら家庭的な環境の中で暮らしていけるよう、認知症高齢者グループホームの
　整備が必要。地価が高く土地の確保が困難であること等により、設置が進んでいない地域がある

　特別養護老人ホームの整備を促進

（関連する取組）
　・特別養護老人ホームの整備

＜自己評価＞
・整備率が低い地域の補助単価の増
額や、建築費高騰への対応として物
価変動分を補助額に反映するなど、
整備促進に取り組んだ。

＜今後の取組方針＞
・令和12年度の指標達成に向け、引
き続き物価変動分を補助額に反映す
るなど整備促進に取り組んでいく。
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介護サービス基盤の整備促進

施設整備への支援

◎ 特別養護老人ホーム･介護老人保健施設の整備費補助
 ・整備率の低い地域への補助単価を加算（R3年度～最大1.8倍）
 ・建築費上昇に対応するため物価に応じて変動する物価調整額を新設

（例）創設(ﾕﾆｯﾄ型/併設なし)：最大1,318万円/床（物価調整額含む）

施設用地確保への支援

◎ 認知症高齢者グループホームの整備費補助
  ・整備率の低い地域への補助単価を1.5倍に加算（R3年度～対象拡大)
  ・建築費上昇に対応するため物価に応じて変動する物価調整額を新設
  （例）創設(2ﾕﾆｯﾄ/併設なし)：最大1億3010万円/施設（物価調整額含む）

◎ 定期借地権の一時金に対する補助
 ・路線価の1/2(特養･老健は最大3/4)､最大10億円まで補助

◎ 特養･老健の借地料を補助
 ・民有地･国有地の借地料60か月分を補助（最大2,500万円/年）

◎ 公有地の活用促進
 ・都有地を原則50％減額、最大90％まで減額して貸付
 ・区市町村所有地での特養･老健整備に対する区市町村補助を支援

（補助率1/2、最大2億円）

第９期高齢者保健福祉計画において、令和12（2030）年度末の整備目標を設定

特別養護老人ホーム 介護老人保健施設・介護医療院 認知症高齢者グループホーム

◎ 開設前の人件費･備品購入費等の施設開設準備経費を支援
 

◎ 区市町村が行う施設整備用地確保の取組を支援
 ・説明会･土地所有者とのマッチング等（補助率2/3、最大979.3万円）

環境整備への支援

【整備に向けた課題】

◆ 施設整備に係る事業者負担の軽減、施設用地の確保
◆ 施設・在宅サービスのバランスのよい整備、施設の地域偏在の解消

◆ 施設における居住環境の改善、安全･安心の確保

◆ 整備率が低い地域等への整備費補助の拡充
◆ 施設用地確保に対する支援の充実
◆ 大規模改修、居住環境の整備への支援
◆ 災害・感染症対策への支援

第９期計画
における

取組の方向性

施設の整備状況

課題と取組の方向性

令和６年度における主な取組

◎ 地域密着型サービス等の整備費補助
・建築費上昇に対応するため物価に応じて変動する物価調整額を新設

◎ 大規模改修や居住環境の改善等に向けた改修を支援
 ・建築費上昇を踏まえ補助を増額（大規模改修:補助率1/2､最大7,876.5万円）

◎ 非常用自家発電設備などの防災･減災対策設備の整備を支援

R6拡充

R6拡充

R6拡充

R6拡充
◎ 介護現場のＤＸ・タスクシェア促進事業
 ・掃除・配膳ロボットの導入を支援（補助率1/2、最大120万円）
 ・分身ロボットの導入を支援（機器導入：補助率7/8､最大210万円

高齢者等活用体制構築：補助率10/10､最大30万円）

R6拡充

R6拡充

◎ 介護医療院整備費補助
 ・補助を新設。建築費上昇に対応するため物価に応じて変動する物価調

 整額を設定
 ・地域密着型サービス等を併設する場合に補助単価を加算

R6新規

38,325 42,898 47,048 52,060 53,09653,630 54,365
64,000 

H23年度 H26 H29 R3 R4 R5 R6 R12目標

18,656 20,381 21,597 

22,059 22,027 21,984 21,760 

30,000 

1,817 2,234 2,402 2,871 

H23年度 H26 H29 R3 R4 R5 R6 R12目標

6,743 
9,497 10,661 11,973 12,263 12,643 12,977 

20,000 

H23年度 H26 H29 R3 R4 R5 R6 R12目標

9,635人分
5,369人分

7,023分

介護医療院

老健

別紙7-4
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３　介護給付適正化に関する支援

実績 実績 実績 評定

事項１

62区市町村
（令和８年
度まで）

年１回実施
（各年度）

1回（ユー
チューブ
限定配信
により、2
～3月に実
施）
）

別紙
7-5

事項２
年２回実施
（各年度）

１回実施
別紙
7-6

参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

評定の考え方

指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度

目標設定する
に至った

現状と課題

○　高齢者の自立した日常生活のために必要な質の高いサービスを提供するとともに、財源と人材をより効果的・効率的
　に活用し、介護保険制度の持続可能性を高めるため、介護給付適正化の取組を進める必要
○　一方で、区市町村の人員体制や専門性を有する職員の確保等の課題が存在

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－１】希望に応じたサービスが必要な時に受けられる

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・自立支援に資する適切なサービスの提供状況

　区市町村がケアプラン点検を円滑かつ適切に
実施できるよう、研修を実施するとともに、専
門的な助言を行う人材を希望する区市町村に派
遣

（関連する取組）
・ケアプラン点検研修会及び専門家の派遣

＜自己評価＞
・上半期に一部改訂した都の「保険
者と介護支援専門員が共に行うケア
マネジメントの質の向上ガイドライ
ン」を活用し、3月に説明会を実施
（25自治体60名）するとともに、専
門的な助言を行う人材の派遣につい
て区市町村と調整を行った。
＜今後の取組方針＞
・介護保険制度の動向や、保険者で
ある区市町村の要望等を踏まえ、都
内全体のケアマネジメントの質の向
上を図る取り組みを継続していく。

目標に向けた取組

令和８年度

自己評価と
今後の課題・対応策

　区市町村において介護給付適正化の主要３事
業を実施できるよう、研修や好事例の提供等を
通じて支援

（関連する取組）
・東京都介護給付適正化推進研修会

＜自己評価＞
・東京都介護給付適正化推進研修会
において、給付適正化主要事業の再
編等、東京都における介護給付費の
状況及び他県市の好事例の共有を行
い、国の推進する内容に則した支援
を実施した。

＜今後の取組方針＞
・技術的助言、好事例の共有や国保
連と連携した個別支援等を通して、
区市町村の給付手適正化の取組を支
援する。
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６福祉高介第１８５７号 

令和７年１月１０日 

 

各区市町村介護保険主管課長 殿 

 

東京都福祉局高齢者施策推進部  

介護保険課長 西川 篤史 

             （公印省略） 

 

 

令和６年度東京都介護給付適正化推進研修会の開催について（通知） 

 

日頃より、介護保険行政の円滑な運営に御尽力を賜り、厚くお礼申し上げます。 

東京都では、第９期介護保険事業支援計画において介護給付適正化の推進について定めており、

東京都及び区市町村が一体となって介護給付の適正化を推進することとしています。 

つきましては、区市町村における効果的な実施を支援し、介護給付適正化をより一層推進するこ

とを目的に、下記のとおり研修会の開催をお知らせします。 

 

 

記 
 
 

１ 開催方法 

YouTube にて動画公開（限定公開） 
 

２ 配信期間 
   令和７年１月２０日（月曜日）から令和７年３月１４日（金曜日）まで 

 

３ 講習内容 
  （１）第一部 給付適正化主要事業の再編及び推進について 

（２）第二部 東京都における介護給付費の状況 

（３）第三部 第８期介護保険事業計画介護給付適正化の実施目標等に係るアンケート調査結果 

（４）第四部 適正化の好事例 

①（山梨県富士吉田市）②（埼玉県小鹿野町）③（新潟県長岡市） 

 

４ 対象者 

各区市町村介護給付適正化担当者（要介護認定の適正化を除く。） 

 

５ 視聴方法 

以下動画視聴用 URL から御視聴ください。 

（１） 第一部 給付適正化主要事業の再編及び推進について 

https://youtu.be/CmR1auEvzGI 

別紙７－５ 
１/２ 
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（２）第二部 東京都における介護給付費の状況 

https://youtu.be/mLaSi-FzJtM 

（３）第三部 第８期介護保険事業計画介護給付適正化の実施目標等に係るアンケート調査結果 

https://youtu.be/GWXR6sjZgPU 

 

（４）第四部 適正化の好事例①②③ 

   ①https://youtu.be/BCLEi7SrBL8 

   ②https://youtu.be/0WkjAithb-Q 

   ③https://youtu.be/JYDlMlY159I 

 

  ※本動画は限定公開となりますので、URL の共有は区市町村関係者限りでお願いします。 

  ※配信期間中は常に閲覧が可能なため、申込等の手続きは不要です。  

 

＜研修アンケートの URL 等について＞ 

 以下 URL、二次元コードより本研修に係るアンケートにご協力いただきますようお願いい

たします。 
https://forms.office.com/r/hBM05GgN1R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ その他 

第一部、第四部にて使用する資料は、令和６年度介護給付適正化ブロック研修会（関東 ・ 信

越 ブロック）資料を使用しております。また、各資料の送付については、メールにてご案内差

し上げます。 

 

 

【問合せ先】 

東京都福祉局高齢者施策推進部介護保険課 

保険者支援担当 古矢、廣瀬、中村 

電話 ０３－５３２０－４５９５ 

Mail S1140602@section.metro.tokyo.jp 

別紙７－５ 
２/２ 
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令和７年３月１４日（金曜日）　　オンライン開催

時間 所要時間 テーマ

13:15～13:20 5分 　　オリエンテーション

13:20～15:10 110分 　　ガイドラインを活用したケアプラン点検の方法

15:10～15:25 15分 　　休憩

15:25～16:45 80分 　　ガイドラインを活用した模擬ケアプラン点検

16:45～17:00 15分 　　質疑応答

ケアプラン点検研修会　タイムテーブル（予定） 別紙7-6
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４　介護人材の確保・定着・育成対策の推進

実績 実績 実績 評定

事項１

参加1,000人
以上

（各年度）
1,088人

別紙
7-7

事項２
62区市町村
（令和８年
度まで）

50区市町
村174事業

別紙
7-8

　多様な人材の介護職場への参入促進に取り組
む区市町村を支援

（関連する取組）
・東京都区市町村介護人材確保対策事業

＜自己評価＞
・区市町村担当者連絡会を年２回開
催し、新規メニューの紹介や、具体
的な活用事業、他区市町村の取組等
を紹介した。

＜今後の取組方針＞
・引き続き区市町村が活用できるメ
ニューを検討していくとともに、現
行メニューの具体的な事業や他の区
市町村の取組などの紹介に注力して
いく。

目標に向けた取組

令和８年度

自己評価と
今後の課題・対応策

　未経験者の介護分野への入職・定着を促進す
るため、介護現場の体験からマッチング、就
業、定着までを一貫して支援

（関連する取組）
・かいごチャレンジ職場体験事業

＜自己評価＞
・認知度の向上に向けた取り組み等
により、目標としていた参加者数を
達成した。また、就業決定数につい
ても着実に増加している。

＜今後の取組方針＞
・職場体験実施者に対し継続的なア
プローチを行うことで、中長期的な
就業支援を実施する。

目標設定する
に至った

現状と課題

○　都内における介護職員数は、令和12年（2030年）度には、約4万7千人が不足
○　この需給ギャップを埋めるため、東京都は、中長期的な視点で介護人材の確保・定着・育成対策を総合的に推進して
　いくことが必要
○　また、令和22年（2040年）に向けては、引き続き介護ニーズが増加し、更なる介護人材の不足が見込まれ、取組の
　拡充が必要

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－１】希望に応じたサービスが必要な時に受けられる

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・要介護認定者一人当たりの介護職員数
　（厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」、「介護保険事業状況
報告」）

参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

評定の考え方

指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度
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令和６年度 かいごチャレンジ職場体験事業

介
護
事
業
者

事
業
者
募
集 採用プログラム・OJTプログラムの作成支援、定着しやすい職場環境づくり

求
職
者

募集
広報 OJT

資格取得・研修

◆カウンセリング
を行い、体験先を
コーディネート

◆参加者・受入事
業所に支援金
（参加者5,000円、
事業所7,100円）

民間人材会社

現
場
体
験 民間人材会社

マ
ッ
チ
ン
グ

就
業

受入プログラムの作成支援

キャリア
相談

相談支援
説明会

○ 体験を通じて、介護の仕事を広く知ってもらう。
○ 介護事業所を対象に仕事の魅力を伝える工夫や定着に向けたOJT等を支援し、未経験者を受入れるためのノウハウを事業所

間に広げていく。

事業者の参加募集

事業概要
介護の仕事の未経験者を対象に、介護現場の体験からマッチング、就業、定着までを一貫して支援することにより、求職者と求
人事業所双方のニーズに応えることで、介護分野への入職・定着を促進する。

（対 象） 介護職未経験者かつ都内または近隣県に在住
年齢不問（介護福祉士の養成課程を履修している学生除く）

（募集数） １，０００名程度

○キャリアカウンセラーにより意向に沿った体験先を調整
○体験後、就業意向がある場合、就業先と条件

等をマッチング
○就業後もカウンセラーが随時相談等フォロー

求職者の参加募集
（対 象） 都内介護保険施設または事業所
（募集数） ８００所程度

○体験プログラム作成や職場定着をテーマに
セミナーを開催

○体験の受入れや日程調整、就業を希望する
際の調整をフォロー

○採用後、採用者の介護職員初任者研修受講費を補助

別紙7-7
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令和６年度 東京都区市町村介護人材確保対策事業費補助金
区市町村が取り組む介護人材確保対策への支援を行い、地域社会を支える介護人材の確保・定着・育成を図る。
〔補助率〕３／４ 〔補助基準額〕１区市町村当たり上限額20,000千円

介護人材
育成

（１）介護未経験者に対する研修支援事業（資格取得支援）
（２）現任介護人材に対する研修支援事業

ア 介護人材キャリアアップ研修支援事業
イ 認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

介護人材
確保

（３）多様な人材層に対する介護や介護の仕事の理解促進事業
（４）多様な人材層を対象とした介護の職場体験事業
（５）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業
（６）介護分野での就労未経験者等の就労・定着促進事業
（７）潜在介護人材の再就業促進事業

周辺業務人材
確保

（８）介護に関する入門的研修の実施、生活援助従事者研修の受講支援等からマッチングまでの一体的支援事業
ア 介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業
イ 生活援助従事者研修の受講支援等からマッチングまでの一体的支援事業

（９）介護の周辺業務等の体験支援
（10）介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業
（11）介護人材確保のためのボランティアポイント事業

環境 （12）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業

基盤 （13）区市町村介護人材確保プラットホーム構築事業

過疎 （14）離島、中山間地域等における介護人材確保支援事業

連携 （15）介護事業者の地域連携推進事業

その他
（16）その他事業

ア 介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業
イ 新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業
ウ 離職した介護人材のニーズ把握のための実態調査事業

全16メニュー（既存15メニュー ＋ 新規1メニュー）

目的
補助概要

New

比較的規模の小さい事業者が多い介護事
業者が地域で協力することで、安定的な事
業運営を行い、介護サービスを継続的に提
供していけるよう、地域の中核となる事業者
等を中心とした連携体制構築の取組を支援

令和６年度予算額
310,000千円

【事業名の変更】
（〜R5）東京都区市町村介護人材対策事業費補助金
（R6〜）東京都区市町村介護人材確保対策事業費補助金

別紙7-8
1/2
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（1）介護未経験者に対する研修支援事業（資格取得支援）
◆ 初任者研修や実務者研修に対する受講料等補助
◆ 介護未経験者が介護に関する基本的な知識・技術を習得するための研修の実施
◆ 介護福祉士資格取得のために要する経費等補助

（3）多様な人材層に対する介護や介護の仕事の理解促進事業
◆ 学生が作成するフリーペーパー等の周知・広報
◆ 介護事業者等による学校への訪問研修の実施

（4）多様な人材層を対象とした介護の職場体験事業
◆ 介護事業所において学生等を受け入れる職場体験事業の実施

（5）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業
◆ 求職者等に対する合同就職説明会の実施

（8）介護に関する入門的研修の実施、生活援助従事者研修の受講支援等
からマッチングまでの一体的支援事業

ア 介護に関する入門的研修の実施等からマッチングまでの一体的支援事業
イ 生活援助従事者研修の受講支援等からマッチングまでの一体的支援事業

◆ 入門的研修や生活援助従事者研修を実施し、研修修了者に対して介護施設等とのマッ
チング支援

（9）介護の周辺業務等の体験支援
◆ 介護に関する入門的研修の受講者等に対する体験的職場研修の経費に対して助成

（10）介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業
◆ 元気高齢者等をターゲットに、介護分野への関心を持つきっかけとなるセミナーの実施（2）現任介護人材に対する研修支援事業

ア 介護人材キャリアアップ研修支援事業
イ 認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

◆ 中堅職員向け等、介護職員の資質向上やキャリアアップに係る研修の開催
◆ 小規模事業者の共同による人材育成環境整備に係る経費等補助
◆ 介護職員が認知症介護の知識や技術を習得するための研修の実施

（11）介護人材確保のためのボランティアポイント事業
◆ 元気高齢者等が介護施設でボランティアを行う場合にポイントを付与

（16）その他事業
ア 介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業
イ 新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業
ウ 離職した介護人材のニーズ把握のための実態調査事業

◆ 介護実習受入施設・事業所に対し、介護実習の円滑化のための経費等補助
◆ 新人職員に対する定着支援のためのエルダー、メンター制度等を整備する介護事業者に

対して、制度構築につなげるための研修
◆ 離職した介護職員を対象に、離職理由等の実態把握のための調査の実施

（13）区市町村介護人材確保プラットホーム構築事業
◆ 介護人材確保に向けた中核機関や協議会の設置

（14）離島、中山間地域等における介護人材確保支援事業
◆ 離島や中山間地域における地域外からの人材確保や資質向上の取組みへの支援

（12）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業
◆ 管理者等における雇用管理改善の取組みを促進するための説明会の開催
◆ 女性が働き続けることのできる職場づくりのための相談やコンサルティング経費等の補助
◆ 介護事業者による事業協同組合設立への支援

（7）潜在介護人材の再就業促進事業
◆ 地域における資格取得者の掘り起こし、普及啓発、マッチング、就業支援などを実施

（6）介護分野での就労未経験者等の就労・定着促進事業
◆ 職場体験、働きながらの資格取得支援事業を実施 （15）介護事業者の地域連携推進事業

◆ 地域の介護事業所の介護職員向けの研修会や介護職員の採用に向けたイベントの実施
New

令和６年度 東京都区市町村介護人材確保対策事業費補助金＜補助メニュー概要＞ ◆取組例
別紙7-8

2/2
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５　高齢者の住まいの確保

実績 実績 実績 評定

事項１
33,000戸

（令和12年
度まで）

累計
24,568戸
（R6年度
75戸）

別紙
7-9

事項２

協議会を設
立した区市
町村の人口
カバー率
95％以上

（令和12年
度まで）

2区1市
4.9%
（累計
88.6%）

別紙
7-9

　高齢者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅
への円滑な入居の促進を図るため、区市町村に
おける居住支援協議会の設立促進・活動支援や
都民への幅広い啓発活動などを実施

（関連する取組）
・居住支援協議会

＜自己評価＞
・令和６年度に２区１市で設立さ
れ、令和６年度末現在、35区市（22
区13市）において設立済。

＜今後の取組方針＞
・区市町村における協議会の設立促
進及び活動支援に向け、引き続き、
セミナー開催やパンフレット配布、
技術的・財政的支援等をきめ細かく
実施。

目標に向けた取組

令和８年度

自己評価と
今後の課題・対応策

　サービス付き高齢者向け住宅等の供給を促進
（バリアフリー化され、安否確認サービス、緊
急時対応サービス、生活相談サービス等の付い
た住宅として登録されたサービス付き高齢者向
け住宅等の供給を促進）

（関連する取組）
・東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業

＜自己評価＞
・指標33,000戸（令和12年度まで）
に対し75戸を供給。

＜今後の取組方針＞
・引き続き、整備を行う事業者に対
し、整備費の一部を補助することに
より、地域密着型サービス事業所と
の連携や一般住宅との併設など、多
様なサービス付き高齢者向け住宅の
供給を促進する。

目標設定する
に至った

現状と課題

○　居住空間の質の確保に加え、生活支援や介護・医療等のサービスも一体的に提供されるサービス付き高齢者向け住宅
　等の供給促進が重要
○　民間賃貸住宅においては、家賃の不払、入居中の事故等に対する家主の不安等から、高齢者は不可とするなどの入居
　制限が行われている状況が依然として見られる
○　一人暮らし高齢者が増加しており、地域から孤立しがちな高齢者に対する、見守りや地域における支え合いの仕組み
　づくりが必要

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－２】高齢になっても安心して住める

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・サービス付き高齢者向け住宅等の戸数（住宅政策本部調べ）
・居住支援協議会を設立した区市町村の人口カバー率（住宅政策本部調
べ）

参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

評定の考え方

指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度
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高齢者の住まいの確保について

【取組概要等】
○ サービス付き高齢者向け住宅の登録・閲覧制度については、バリアフリーなどのハード面と高齢者生活支援サービスに係るソフト面において、事業

者が登録基準を満たす住宅を整備するよう、福祉施策と連携し、事業者向け説明会の開催やパンフレット配布などの普及啓発により、事業者の登録を

促進【住宅政策本部】

○ サービス付き高齢者向け住宅の整備を行う事業者に対し、整備費の一部を補助することにより、地域密着型サービス事業所との連携や一般住宅との

併設など、多様なサービス付き高齢者向け住宅の供給を促進する。また、整備費や家賃等を補助する区市町村への財政支援により、高齢者が適切な費

用負担で入居できる、緊急時対応や安否確認等のサービスも兼ね備えた住宅の供給を促進【住宅政策本部】

○ 地域の介護・医療事業者と適切に連携するサービス付き高齢者向け住宅に対し、併設する介護・医療サービス事業所等の施設整備費の一部を補助す

ることにより、地域の介護・医療の拠点としても機能する住まいの供給を促進【福祉局】

サービス付き高齢者向け住宅の供給促進

※東京都住宅マスタープラン（2022（令和４）年３月改定）
政策指標
サービス付き高齢者向け住宅等を2030年度末までに33,000戸整備

⇒ 令和６年度末までの供給実績 24,568戸

【令和６年度の主な施策】
◆ 引き続き、「東京都サービス付き高齢者向け住宅整備事業」を活用し、

国の整備事業に対し、都も上乗せ補助を実施することなどにより、

サービス付き高齢者向け住宅の整備を促進

【参考】 サービス付き高齢者向け住宅

令和６年度予算 １，１９８百万円（住宅政策本部所管分）

別紙7-9
1/2
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住宅セーフティネット制度
【取組概要等】
○ 住宅セーフティネット法の改正（平成29年4月）を受け、住宅確保

要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅（都の愛称︓東京ささエール
住宅）の登録制度や、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守
りなどの生活支援を行う「居住支援法人」の指定を開始（令和６年度
末現在 52法人）

○ 住宅確保要配慮者専用住宅の貸主等へ改修費や家賃低廉化等に係る
補助を行う区市町村に対し財政支援を実施。加えて、要配慮者の入居
に伴う貸主等の不安軽減や登録意欲の向上を図るため、都独自の取組
として、専用住宅への登録等を要件とした報奨金制度を実施するなど、
登録促進を強化

《東京都居住支援協議会》
○ 広域自治体として、全国の居住支援協議会の取組事例等の情報提供や活動に対する財政支援

等により、区市町村協議会の設立を促進するとともに、活動費用の補助や、協議会で行う入居
可能な賃貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を支援（令和6年度末時点35区市で設立）

○ 先進事例等を紹介するセミナーの開催（区市町村向け、不動産関係団体及び居住支援団体向
け）や、パンフレットを作成・配布することによる普及啓発活動を実施

※『東京都住宅マスタープラン』（2022(令和４)年３月改定）の政策指標
専用住宅の登録戸数…2030年度末 3,500戸（令和６年度末 1,053戸）
居住支援協議会を設立した区市町村の人口カバー率･･･2030年度末 95％（令和6年度末 88.6％ ）

【令和６年度の主な施策】
◆ 専用住宅の供給促進に向けて、耐震改修工事や住宅設備改修工事、見守り機器設置等に対する補助メニューを揃え、専用住宅に登録する貸主等を支援
◆ 専用住宅の登録促進と入居者の居住支援の充実を図るため、サブリース物件を新たに専用住宅として登録・運営する居住支援法人等を支援
◆ 地域における連携強化や課題解決に向けた検討等に資するワーキングを令和５年度に引き続き開催

【住宅セーフティネット制度のイメージ（令和6年度）】

令和６年度予算 ３９１百万円

別紙7-9
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６　生活支援体制整備の推進

実績 実績 実績 評定

事項１

180人
（初任者）

60人
（現任者）
（各年度）

174人
(初任者)
106人
(現任者)

別紙
7-10

事項２
２回

（各年度）
2回

別紙
7-10

参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

評定の考え方

指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度

目標設定する
に至った

現状と課題

○　今後、様々な生活上の困りごとへの支援が特に必要となる一人暮らしの後期高齢者が大幅に増えると見込まれて
　おり、生活支援サービスを充実していくことが求められている。
○　高齢者自身が支援を受ける側となるばかりでなく、地域とのつながりを持ちつつ 、時には「地域社会を支える
　担い手」となり、住民相互に支え合うことも重要

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－３】地域で支え合える

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・住民同士の支え合いにより生活上の困りごとを解決する仕組みの状況

各区市町村の生活支援体制整備に係る情報共有
を図るため、情報交換会を実施

（関連する取組）
・生活支援体制整備強化事業

＜自己評価＞
・行政担当者及び生活支援コーディ
ネーターに向けて情報交換会を5月
と1月に実施し、各区市町村の情報
交換、横の繋がり形成を支援した。

＜今後の取組方針＞
・各区市町村の生活支援体制整備に
係る情報共有を図るため、引続き取
組を推進する。

目標に向けた取組

令和８年度

自己評価と
今後の課題・対応策

　生活支援コーディネーターの養成や資質向上
を図るため、研修を実施

（関連する取組）
・生活支援体制整備強化事業

＜自己評価＞
・初任者研修を2コース実施し、合
計で174人が受講した。
・現任者研修を8コース実施し、106
人が受講した。

＜今後の取組方針＞
・引き続き研修を実施し、各区市町
村における生活支援体制整備事業の
推進を支援する。
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  生活支援コーディネーター養成研修 対象︓第1層・第2層の生活支援コーディネーター等

・各区市町村の生活支援コーディネーターやその候補者に対し、生活支援コーディネーター及び協議体に求められる役割・
機能や、サービス開発の手法、地域の多様な主体との連携の必要性等について理解し、業務を行う上で必要な知識及び
機能の習得・向上を図るための研修を実施

◆初任者研修
・生活支援コーディネーター配置の背景、生活支援コーディネーター・協議体の役割等

⇒1コース（2日間）×2回 年間180名（90名×2回）

◆現任者研修Ⅰ ◆現任者研修Ⅱ
・地域アセスメント、協議の場づくり、資源開発、運営支援等 地縁活動、居場所づくり等の進め方（現地見学を含む）

⇒6日×1コース 年間60名  ⇒１日×10名×6コース 年間60名(各自治体1名程度)

① 生活支援体制の地域格差を抑制するため、重層的な支援を行う。

② 生活支援サービスの充実に向けた取組が具体的に進むよう、実

践的な研修を追加するとともに、将来的には、区市町村自身が管

内の生活支援コーディネーターを育成していけるよう支援していく。

都における支援の方向性
① 生活支援コーディネーターの新規配置や人事異動等により、研

修を必要とする区市町村が一定数ある。

② 都内の生活支援サービスの充実を図っていくために、配置され

たコーディネーターの資質向上支援が必要

現状の課題

研修

  生活支援体制整備事業情報交換会    対象︓第1層・第2層の生活支援コーディネーター等

・管内自治体の取組事例の紹介
・区市町村が抱える課題や解決策を共有し、グループワークでの情報交換等により、地域同士の横のつながりを促進

⇒年2回程度実施

情報共有

1

支援策

生活支援体制整備強化事業事業概要 （R６予算額 21,064千円） 別紙7-10
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７　地域ケア会議の推進

実績 実績 実績 評定

事項１
153人

（各年度）
137人

別紙
7-11

事項２
１回

（各年度）
1回

別紙
7-11

参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

評定の考え方

指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度

目標設定する
に至った

現状と課題

○　要支援者等が、地域で可能な限り自立した日常生活を送るためには、自身の生活機能の低下に早期に気付き、
　状態の改善とその維持に取り組むことが重要
○　このため、区市町村において、多職種が連携し、要支援者等の自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議の推進
　に取り組むことが求められている。

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－３】地域で支え合える

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・高齢者の自立支援・介護予防に向け、多職種が連携し、地域課題
　の抽出と課題解決に取り組む体制の状況

　自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議に
取り組む区市町村の連携強化・課題解決支援の
ため、実務者連絡会議を開催

（関連する取組）
・自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議推
進事業

＜自己評価＞
・地域ケア会議の実務者を対象に実
務者連絡会議を1月に実施し、78名
が参加した。

＜今後の取組方針＞
・引き続き連絡会を実施し、自立支
援・介護予防に向けた地域ケア会議
に取り組む区市町村の連携強化・課
題解決を支援する。

目標に向けた取組

令和８年度

自己評価と
今後の課題・対応策

　自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議の
実践者養成研修の講師を育成するための研修を
実施

（関連する取組）
・自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議推
進事業

＜自己評価＞
・講師養成研修を３コース実施し、
合計で137人が全課程を受講した。

＜今後の取組方針＞
・引き続き研修を実施し、各区市町
村が地域ケア会議を有効に活用でき
るよう支援する。
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○自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議推進事業の目的は 自立支援・介護予防の知見を共有し、（1)個別課題を解決 (2)地域包括
支援・ネットワークを構築 (3)地域課題を発見 (4)地域づくり・資源開発 (5)政策の形成 していくこと

○令和６年度以降は、令和５年度までに養成してきた講師等を対象に、区市町村、地域包括支援センターが直面している、一人暮らし高齢
者等、よりサポートが必要な高齢者が急増していく局面に対応していくため、これまで学んだ知識、技術を基礎として、最新の知識、実
施ノウハウの習得を行うフォローアップ研修を行い、区市町村における地域包括ケアシステムの構築、維持、発展を支援・促進する

① 地域ケア会議実践のための講師養成研修 フォローアップ研修
各地域での地域ケア会議の運営状況、実態を教材に活用し、改善していくべき点について学識経験者等を交えてケーススタディ等を実

施し、運営手法、改善手法を学ぶことで各区市町村のベースアップを図り、地域づくり・資源開発、政策形成につながりやすい地域ケア
会議の推進・定着・改善を支援する。

② 区市町村実務者連絡会議
自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議における各区市町村の課題について、情報の共有化を図り、課題解決を支援・推進する。

令和６年度以降の自立支援・介護予防に向けた地域ケア会議推進事業について
○団塊の世代が後期高齢者となる令和7年(2025年)以降も高齢者人口は大幅に増加。国は地域包括ケアシステムの深化・推進を主導
○自立支援・介護予防の取組は、高齢者の生きがいの維持、社会の担い手の確保、社会保障のリソースの有効活用のために非常に重要
○令和6年度以降も、地域包括ケアシステムの構築、維持、改善のための基本的で重要なツールである、地域ケア会議への支援を行う

フォローアップ研修

H30~R2

地域ケア会議実践のため
の講師養成研修

自立支援・介護予防に向け
た地域ケア会議実践者養成

研修

体制構築支援モデル事業／
区市町村実務者連絡会議 区市町村実務者連絡会議

R3~R5 R6~

区市町村実務者連絡会議

人材育成

情報共有

地域包括ケアシステム
の深化・推進

令和6年度以降の取組

各区市町村における効果
的な自立支援・介護予防に
向けた地域ケア会議の開

催を支援

別紙7-11
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８　在宅療養の推進

実績 実績 実績 評定

事項１
動画配信形
式で１回
（各年度）

動画配信
（140件)
個別相談
会(WEB又
は書面形
式・7件)
同行研修
(7件)

別紙
7-12

事項２
４回

（各年度）
4回（計
601名）

別紙
7-13

事項３
４コース
（各年度）

4コース
別紙
7-14

　要介護高齢者等の在宅療養生活において重要
な役割を担う訪問看護サービスの安定的な供給
のため、訪問看護ステーション管理者等向け研
修を実施

（関連する取組）
・訪問看護ステーション等の管理者・指導者育
成事業

＜自己評価＞
・本研修を４コース実施し、合計で
２２７人が研修を修了した。
・講義部分はオンライン形式で、グ
ループディスカッション及び施設見
学等は集合形式で実施した。
＜今後の取組方針＞
・引き続き研修を実施し、訪問看護
ステーションの管理者及び指導者の
育成を図っていく。

目標設定する
に至った
現状と課題

○　医療と介護が必要となっても、住み慣れた地域で 自分らしい暮らしを続けられるよう、区市町村における在宅医療
　と介護を一体的に提供する体制づくりが必要
○　入院患者の円滑な在宅療養生活への移行に向けて、入院時（前）から、入院医療機関とかかりつけ医をはじめとす
　る地域の保健・医療・福祉関係者が連携した入退院支援が必要
○　訪問看護ステーションは小規模事業所の割合が高く、安定的なサービス提供の観点からみると利用者への影響が
　懸念される。事業所の規模を拡大するためには看護職の定着が課題

　訪問診療等を実施していない診療所医師等に
対し、在宅医療に関する理解の促進を図るため
のセミナー等を開催

（関連する取組）
・在宅医療参入促進事業

＜自己評価＞
・令和6年度から個別相談及び同行研
修の開催回数を増やすとともに、講
師は申込者の近隣地域の在宅医を指
定できるようにしたところ、同行研
修の参加人数が増加したが、動画配
信のセミナー参加人数に対して、個
別相談会及び同行研修の参加人数が
少なく、次年度以降更なる検討が必
要である。

＜今後の取組方針＞
・引き続き在宅医療への参入促進に
取り組むとともに、地域におけるか
かりつけ医と在宅医との連携や在宅
医療の機能分化等、仕組みづくりを
促進していく。

　医療機関における入退院支援に取り組む人材
を確保・育成するとともに、入退院時における
地域との連携を一層強化するための研修を実施

（関連する取組）
・入退院時連携強化事業

＜自己評価＞
・非常に多くの応募がある一方で、
グループワークを含む内容であるた
め、参加枠を大幅に増やすことは困
難である。補助事業とも連動する研
修であることから、参加枠を上回る
応募があった場合は、未受講者を優
先する等、今後調整が必要となる。

＜今後の取組方針＞
 ・入院医療機関と地域の医療・介護
関係者の連携の強化に取り組むとと
もに、在宅療養患者の入退院時にお
ける地域と病院及び病院間における
連携強化、情報共有について、更な
る充実を図っていく。

目標に向けた取組 指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度 令和８年度
参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

評定の考え方

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－４】医療が必要になっても自宅で暮らせる

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・訪問診療を受けた患者数（厚生労働省「医療計画作成支援データブック」）
・在宅看取り（ターミナルケア）を受けた患者数
　（厚生労働省「医療計画作成支援データブック」）
・入退院支援を実施している診療所数・病院数
　（厚生労働省「医療計画作成支援データブック」）
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在宅医療等の大幅な需要が見込まれる中で、訪問診療

等を実施していない診療所医師及び看護師等に対する在

宅医療に関する理解の促進を図るためのセミナーを開催し、

在宅医療への参入促進を図る。

（１）対象者
訪問診療等を実施していない診療所医師及び看護師等

（２）形式
講義、グループワーク等

（３）カリキュラム内容
 在宅医の役割や取組、地域における多職種等の連携
 24時間診療体制の確保等、実践している好事例・先駆的な事

例の発表
 経験年数の長い在宅医と新たに在宅医療に携わることを考え

ている医師（参加者）とのディスカッション など

（４）開催回数
参入促進セミナー 年１回
個別相談及び同行研修 年2～3回程度

在宅医療参入促進事業
目 的

実施概要

カリキュラム例

実施内容 テーマ 具体的内容

講演

リレートーク

在宅医療につ
いて

在宅医療の現
場を紹介

在宅医療にお
ける多職種連
携

＜カリキュラム例＞

○在宅医療について
地域における在宅医の役割、在宅療養に関わる多職

種との連携や在宅療養を取り巻く社会状況を学ぶ。

○在宅医療の現場を紹介
在宅医療の現場や、バックアップ体制を説明し、在宅

医療参入への不安を払拭する。

○在宅医療における多職種連携
在宅医療に関わる様々な職種から、連携の事例や工

夫を紹介し、連携のイメージを具体的なイメージを掴む。

個別相談会
参加者が在宅医療や参入について講師に相談で
きる個別相談会をWeb形式と文書形式で行う。

同行研修 参加者が在宅医の訪問診療に同行し、実際の現
場を体験する。

１１，２１３千円

予算額

令和５年度～令和８年度

事業期間
※ 地域において在宅医療に関する取組実施の参考としていただくため、

 区市町村職員も参加可能（同行研修を除く）

別紙7-12
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入退院時連携支援事業（補助金）

入退院支援に取り組む看護師又は社会福祉士等の配置に必要な

人件費を補助し、医療機関における入退院支援体制の充実を図る

とともに、病院と地域の医療・介護関係者との連携を支援する。

【補助概要】

（１）対象経費

入退院支援に取り組む看護師又は社会福祉士等の配置に必要な人件費

（２）補助基準額

上限1名 １人当たり3,600千円

〔補   助   率〕

補助要件①～③を満たす病院：1/2、 補助要件①～⑤を満たす病院：3/4

（３）補助対象
都内200床未満の病院のうち入退院支援加算１を取得していない病院
（ただし、精神病床のみの病院、独立行政法人、市町村立病院、都立病院
などは除く）

（４）補助要件
①入院調整体制の強化に取り組むこと

例：病院の入院調整を含めた退院支援ルール作成
入院時における地域の多職種(ケアマネ等)との連携

②入退院支援担当者を中心に、在宅療養移行支援や地域における医療と
介護の連携などに取り組むこと

③在宅療養患者の病状変化時における受入体制の確保に努めること
④在宅療養患者の受入れについて、３月で９人以上の実績があること
⑤多職種連携システムを活用して、地域の医療・介護関係者との情報共有

に取り組むこと

入退院時連携強化研修

入退院時における入院医療機関と地域の医療・介護関係者との

連携・情報共有の一層の強化に向け、実践的な研修を実施する。

入退院時連携強化事業

目 的 目 的

【研修概要】

○入退院時連携強化研修
（１）研修対象機関

病院、診療所、訪問看護ステーション、居宅介護支援事業所、
地域包括支援センター、区市町村在宅療養支援窓口、老人保健施設 等

（２）開催回数
年３回（平成30年度は年２回、令和元年度から令和６年度までは年４回）

（３）実施規模
○６６０名

（４）カリキュラム内容

○講義

・院内の入退院支援のしくみづくりについて

・入退院支援の各段階における支援について

・病院と地域の医療・介護関係者の情報共有・連携について など

○グループワーク

・入退院支援の実践例、病院と地域の連携の課題、困難事例への対応

など

２８，８４６千円

予算額

１１６，１００千円

予算額

令和５年度から令和７年度まで

事業期間

令和５年度から令和７年度まで

事業期間

別紙7-13
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令和６年度 東京都訪問看護推進総合事業について

同行訪問による指導や支援の実践方法を中心とし、比較的規模の小
さいステーションでも取り組みやすいOJTの手法をまとめたマニュアルです。

訪問看護推進総合事業

訪問看護ステーションに関する各事業の内容や
最新情報のご案内しております。

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.
jp/kourei/hoken/houkan/index.html

訪問看護ＯＪＴマニュアル

https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/kourei
/hoken/houkan/ojtmanyual.html

東京都
ホームページ

訪問看護オンデマンド研修動画

「訪問看護師オンデマンド研修事業」のeラーニング研修の動画を公開しています。
訪問看護職等のスキルアップのために活用してください。

※本動画のリンクを、関係者以外に広く共有することはお控えください。
https://youtube.com/playlist?list=PLQMhyNB4qRZnyDTlzPTAr5MPDQTri9STE

事業名 補助内容 対象ステーション等

１ 認定看護師資格取得支援事業

ステーションが経費を負担し（一部を負担する場合も可）勤務する職員に認定看護師の資格を取得させる場合
または、特定行為研修の受講をさせる場合に、以下の経費を補助（以下①～⑤すべて補助率１／２）
認定看護師：①入学金・授業料 ②教育課程受講期間中の給与費等 ③認定審査料
（対象となる認定分野…訪問看護、皮膚・排泄ケア、認知症看護、緩和ケア）
特定行為研修：④受講料 ⑤研修受講期間中の給与費等

都内のステーション
※認定看護師の入学金・授業料または特
定行為研修の受講料を令和６年度に支払
う場合

２
訪問看護ステーション代替職員
（産休等）確保支援事業

常勤の看護職員が、産休・育休・介休を取得する際の代替職員の確保に要する経費を補助（補助率１０／１０）
①代替職員の給与費（法定福利費、賞与、手当等含む） ②派遣料金（紹介手数料は対象外）

常勤換算７人未満の
都内のステーション

３
訪問看護ステーション事務職員
雇用支援事業

ステーション開設後、ステーションに新たに事務職員を雇用する場合に以下の経費を補助（補助率１０／１０）
①事務職員の給与費（法定福利費、賞与、手当等含む） ②交通費
【要件】管理者・指導者育成研修の「基礎実務コース」または「経営安定コース」の修了（当年度修了可）

開設後１年以内の
都内のステーション

４ 新任訪問看護師育成支援事業
訪問看護未経験の看護職を雇用し、育成を行う場合に以下の経費を補助（以下①～③すべて補助率１／２）
①新任看護師の給与費 ②外部研修受講費 ③新任看護師が同行訪問を行う際の代替職員の人件費
【要件】管理者・指導者育成研修の「育成定着推進コース」の修了（当年度修了可）

開設後１年以上かつ
常勤換算７人未満の都内の
ステーション
（新卒の場合を除く）

事業名 主な内容 申込方法等

5
東京都訪問看護
教育ステーション事業 
※都内１３か所で実施

■ 訪問看護ステーション体験・研修（同行訪問等）

■ ステーションからの相談対応（ステーションの運営や人材確保の相談を受付けています。）

■ 勉強会や合同カンファレンス ■ 地域の病院等での訪問看護師に必要な知識・技術習得のための研修

各教育ステーション
に直接お申し込みく
ださい。連絡先は都
ホームページに掲載
しています。

6 管理者・指導者育成事業 
（東京都福祉保健財団に委託）

以下のコースの管理者・指導者向けの研修を実施しています。
① 基礎実務コース：新たに管理者・指導者になった方等を対象
② 経営安定コース：管理職の経験が浅い方等を対象
③ 育成定着推進コース：人材育成等について学びたい管理者・指導者を対象

④ 看護小規模多機能型居宅介護実務研修：看多機管理者、看多機開設を検討している訪問看護ステーション管理者を対象

詳細は福祉保健財団
のホームページをご
覧ください。

7 訪問看護人材確保事業
（東京都看護協会に委託）

訪問看護師を目指す看護職・学生等を対象とした講演会等を開催します。 後日お知らせします。

8
いきいき・あんしん在宅療養サポート
訪問看護人材育成支援事業
（東京都立大学に委託）

シミュレーション教育プログラムを作成し、ｅラーニングと人体型シミュレータを活用した研修を実施します。 後日お知らせします。

●その他の事業（研修・講演会等）

①②は都内すべての訪問看護ステーション
管理者・指導者の受講を推奨しています。

●訪問看護ステーションに対する補助金制度

※上記は概要であり、補助金の利用にあたっては、各事業ごとに一定の要件があります。 詳細は東京都ホームページをご確認ください。

ステーションに勤務中の看護職も研修を受講できます。研修する方の経験・知識・技術に応じた実践的な研修を行います。また、
新任看護師等が訪問看護の基本を時間をかけて学ぶことのできる「じっくりコース」もあります。
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９　認知症施策の推進

実績 実績 実績 評定

事項１
2,000人

（令和７年
度まで）

1,852人
別紙
7-15

事項２
62区市町村
（令和11年
度まで）

25区市町
別紙
7-16

事項３
62区市町村
（令和７年
度まで）

31区市町
別紙
7-17

参考
資料自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

今後の課題・対応策
自己評価と

評定の考え方

ビジョン
・目標

②安心して暮らし続ける
　【②－５】認知症になっても地域で安心して暮らせる

参考指標
(アウトカ
ム・アウト
プット指標)

・早期診断や専門的な医療・ケアを提供する仕組み、地域で支える
　仕組みの状況

　認知症の早期診断・早期支援に取り組む区市
町村を支援

（関連する取組）
・認知症とともに暮らす地域あんしん事業

＜自己評価＞
・令和６年度から、チラシやポス
ター等を活用するなど、区市町村の
実情に応じた普及啓発を行う場合も
補助対象とした。また、認知症機能
検査の対象年齢の範囲を原則７０歳
から原則５０歳以上に拡大するとと
もに、検診後支援について、検診を
受けた方に対して定期的な連絡や訪
問、ＭＣＩの方へのサポート等を実
施することとし、支援を充実した。
・上記について積極的に区市町村に
活用いただけるよう働きかけた。

＜今後の取組方針＞
・引き続き、本事業を活用いただけ
るよう区市町村への働きかけを行
い、取組を進めていく。

目標に向けた取組 指標
(プロセス指標)

令和６年度 令和７年度 令和８年度

　チームオレンジ・コーディネータ―の養成等
により、チームオレンジの整備に取り組む区市
町村を支援

（関連する取組）
・認知症サポーター活動促進事業

＜自己評価＞
・チームオレンジ・コーディネー
ター研修について、集合形式で2度実
施し、先進自治体の事例共有等も
行った。
・また、新たに未設置の区市町村へ
のアドバイザー派遣事業を開始し、
取組の推進を図った。

＜今後の取組方針＞
・引き続き、本事業を活用しなが
ら、チームオレンジ未設置の区市町
村に対して働きかけを行い、全区市
町村での設置を目指す。

目標設定する
に至った
現状と課題

○　認知症基本法の目的である「共生社会」を実現するため、区市町村や関係機関と連携した総合的な認知症施策を推進
　することが必要
○　認知症になっても住み慣れた地域での生活を続けるためには、早期診断と、容態に応じた適切な医療・介護・生活
　支援等を受けられる体制を構築することが必要

　認知症の人の診療に習熟し、地域包括支援セ
ンター等との連携の推進役となる認知症サポー
ト医の養成

（関連する取組）
・認知症サポート医養成研修

＜自己評価＞
・認知症サポート医養成研修につい
て、東京都医師会を通じて地区医師
会へ周知するとともに、とうきょう
認知症ナビで周知を図るなど、受講
促進に努めた。

＜今後の取組方針＞
・引き続き、研修の受講促進に向け
て、関係団体等と連携するとともに
積極的な周知を図る。
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認知症サポート医の概要
認知症サポート医養成研修

【目的】
認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医等への助言その他の支援を行い、専門医療機関や地域包括支援

センター等との連携の推進役となる認知症サポート医を養成することにより、各地域において、認知症の発
症初期から状況に応じて、医療と介護が一体となった認知症の人への支援体制の構築を図る。

概 要

地域における認知症高齢者支援体制（イメージ図）

出典：認知症サポート医養成研修テキスト

【研修期間／受講費用】
２日間 ／ ５０，０００円

【対象者】
下記のいずれかの条件を満たしている医師

１. 地域において認知症診療（早期発見等）に携わっている医師
２. 認知症サポート医の役割を適切に担える医師

【実施主体】
都道府県及び指定都市
(国立研究開発法人国立長寿医療研究センターと協定を締結)

【研修内容】
認知症サポート医として必要な、下記の事項等の修得に資する内容
１. かかりつけ医等に対する認知症対応力向上研修の企画立案に必要な知識及び効果的な教育技術
２. 地域における認知症の人を支えるために必要な介護分野の知識、地域医師会・地域包括支援セン

ター等の関係機関との連携づくり並びに連携を推進するために必要な知識・技術

【認知症サポート医】
認知症地域医療支援事業実施要綱（国）に定められた認知症サポート医養成

研修を修了した医師

【養成開始年度】
平成１７年度（２００５年度）

【役割】
① かかりつけ医等の認知症診断等に関する相談・アドバイザー役となるほか、

他の認知症サポート医との連携体制の構築
② 各地域医師会と地域包括支援センターとの連携づくりへの協力
③ 都道府県・指定都市医師会を単位とした、かかりつけ医等を対象とした

認知症対応力の向上を図るための研修の企画立案及び講師⇒ 地域における「連携の推進役」を期待されている

※認知症初期集中支援チームのチーム員の医師の要件としても位置付けられている。

【名簿の公表】
・ 研修修了者名簿を区市町村及び東京都医師会に情報提供。
・研修修了者から公表の同意を得て、東京都ホームページ
「とうきょう認知症ナビ」を名簿を掲載。

【診療報酬】
・認知症サポート指導料
・認知症療養指導料３
・認知症ケア加算１

【都内認知症サポート医の養成数】
１，８５２人（令和６年度末時点）

別紙7-15
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認知症サポート検診事業について

認知症の早期診断・早期支援に関する普及啓発
【都】早期診断・早期支援の重要性を啓発するリーフレットの作成・活用等により、都民に対する普及啓発を実施
【区市町村】地域の実情に合わせた普及啓発により、認知症に関する正しい理解を促進し、リテラシーを向上

チラシやポスターの掲示等により、検診実施について周知

区市町村

地域の実情に応じて対象者の状況に合わせた支援を実施

検診実施医療機関やイベント会場等において、希望者に対
し問診・認知機能検査を実施
・医療職（医師・看護師等）が問診・認知機能検査を実施※判定は医師
・検査結果の説明は医療職が実施

医療機関・
検診会場

関係機関と情報共有し、対象者へ定期的に連絡・訪問等
（地域包括支援センター、認知症地域支援推進員、認知症初期集中支
援チーム、認知症支援コーディネーター）
・検診受診者の状態に応じて心理的な支援、定期的な連絡・訪問等
・介護・フレイル予防など区市町村が実施する施策等の情報提供

地区医師会等の
もの忘れ健診・
もの忘れ相談等

かかりつけ医・認知症サポート医・
専門医療機関等の診療につなぐ

早い段階からの気づきの促進 医療へのアクセシビリティの向上 認知症に関するリテラシーの向上

目的

事業内容

○区市町村の実情に応じた認知症に関する正しい知識の普及啓発及び新しい治療を望む人がその機会を失わないための情報提供の推進
○認知機能検査と地域における検診後のサポートを推進
○都は、区市町村が実施する事業の経費を補助
○区市町村は、都が示す事業案を参考に任意の方法で事業を実施 対象︓原則として５０歳以上の都民

連携

令和６年度予算 【補助率】10／10
【補助基準額】人口に応じて段階設定
【実施期間】令和６年度から令和10年度４１８，１３６千円

３万未満
３万以上
８万未満

８万以上
13万未満

13万以上

普及啓発 3,400千円 9,000千円 14,600千円 22,400千円
検診事業 8,700千円 22,800千円 36,900千円 56,900千円

区分
対象人口規模

〈
普
及
啓
発
〉

〈
認
知
機
能
検
査
〉
〈
検
診
後
支
援
〉

本人の了解を得て
検診後支援を実施
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■ 認知症施策推進大綱（令和元年６月18日決定）のＫＰＩ／目標値として、2025年（令和7年度）までに「全区市町村で、本人・家族のニ
ーズと認知症サポーターを中心とした支援をつなぐ仕組み（チームオレンジ＊１など）を整備」することが明記。

     ＊１︓ ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームを作り、認知症のある人やその家族の支援ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み
■ 区市町村における認知症サポーターの活動促進に向けた取組については、介護保険の地域支援事業に位置づけられ、東京都では「認知症サポ

ーター活動促進事業」を開始（令和２年度〜）。

東 京 都

経 緯

【事業内容】
地域において認知症サポーターを活用した支援の仕組みづくりを
担う人材を育成し、認知症サポーターの活動を促進する

 １ チームオレンジ・コーディネーター研修の実施
 チームオレンジの立ち上げや運営支援等を行うコーディネーター

 やチームリーダー等に対し、チームの運営等に関する研修を実施
＜講師＞ オレンジ・チューター＊２ 等

*2︓厚生労働省が実施する養成研修の修了者
＜規模＞ 年２回・１６０人程度

 ２ チームオレンジの設置に取り組む区市町村へのアドバイザー派遣
チームオレンジの立ち上げや活動の支援のため、希望す
る区市町村にオレンジ・チューターをアドバイザーとして派
遣し、現場訪問やオンライン相談により助言等を行う。
（令和7年度まで）

側
面
的
支
援

事業の概要

チームオレンジ未設置自治体

東京都

オレンジ・チューター

①依頼

②調整

③オレンジ・チューターを
アドバイザーとして派遣

④報酬支払

３ キャラバン・メイト養成研修の実施
 区市町村や企業等が行う認知症サポーター養成講座の講師となる

 「キャラバン・メイト」を養成する研修を実施
＜規模＞ 年５回・４００人程度

 ４ 認知症サポーターの活動促進に向けた支援
 区市町村へのチームオレンジの普及啓発、先進的な取組の紹介等

新規

出典：全国キャラバンメイト協議会
「認知症サポーターチームオレンジ
運営の手引き」

チームオレンジの整備
活動促進

区 市 町 村

認知症サポーター活動促進事業の概要
Ｒ６予算額︓４，５８５千円
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